
委員会の体制整備に伴う所管法令の改正について 

 

 

 平成 28 年度における個人情報保護委員会の体制整備を図るため、次の

所管法令について所要の改正を行うもの。 

 

 

１．政令 

○個人情報保護委員会事務局組織令の一部改正【別紙１】 

事務局に置かれる参事官を１人から２人とし、参事官の職務に係る規定等

を改めるものである。 

 

  （予定）閣議：平成 28年３月 22日 

公布：平成 28年３月 30日 

施行：平成 28年４月１日 

 

２．内閣府令 

○個人情報保護委員会事務局組織規則の一部改正【別紙２】 

   事務局に置かれる企画官を２人から４人とするものである。 

（予定）公布：平成 28年３月 30日 

施行：平成 28年４月１日 

 

３．訓令 

○個人情報保護委員会事務局内部組織規程の一部改正【別紙３】 

  事務局総務課に置かれる課長補佐のうち１人は、検察官をもって充てる旨

を定めるものである。 

（予定）制定：決裁後 

施行：平成 28年４月１日 

資料１ 



一
頁

政
令
第

号

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
及
び
第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
一
人
」
を
「
二
人
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
八
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
参
事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
参
事
官
は
」
の
下
に
「
、
命
を
受
け
て
」
を
加
え
、
「
つ
か
さ
ど
る
」
を
「
分
掌
す
る
」
に
改
め
、
第
二
号
を

第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
情
報
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
監
視
又
は
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

CO242215
タイプライターテキスト
別紙１

CO242215
長方形



一
頁

○
内
閣
府
令
第

号

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
章
の
規
定
及
び
個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局

組
織
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
四
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
二
人
」
を
「
四
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

CO242215
タイプライターテキスト
別紙２

CO242215
長方形



別紙３ 

 

平成２８年個人情報保護委員会訓令第   号 

 

個人情報保護委員会事務局内部組織規程の一部を改正する訓令を次のとおり

定める。 

平成２８年  月  日 

個人情報保護委員会委員長 堀部 政男  

 

個人情報保護委員会事務局内部組織規程の一部を改正する訓令 

 

個人情報保護委員会事務局内部組織規程（平成２８年個人情報保護委員会訓

令第１号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１項中「置く。」の下に「なお、課長補佐のうち１人は、検察官を

もって充てる。」を加える。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 




